
 

 

 

 

 

 

岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 

入札説明書等に関する質問回答（第１回目） 

 

 

 

 

 

令和３年４月 

岡山市
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（１） 入札説明書に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1 1 第 1    入札説明書

の位置付け 

「別添資料 7～11 については、入札参加表明の確

認が認められた入札参加者のみに配布」とありま

すが、入札参加表明書の確認・通知が 5月 31 日

で第 2回目の質問期限が 6月 3日までで、配布さ

れてから質問までの期間が短いため、配布時期を

早めて頂けますでしょうか。（参加表明書の受付

時等） 

また、様式第 9号（別紙 1）技術提案書作成要領

の 1-3.参考資料に記載されている配布資料につい

ても同様に早めて頂けますでしょうか。 

 

別添資料及び参考資料ともに、入札参

加表明書の提出時に「様式第 9号（別紙

4）中略参考資料に関する覚書」を提出

し、代表企業が当該覚書の誓約者であれ

ば岡山市環境局環境施設部環境施設課よ

り代表企業へ随時配布（発送）すること

とします。 

2 3 第 2 1 （4） 5） 

ア 

本件工事に

係るもの 

実施方針に関する質問・意見への回答 No.1 に

て、「建設予定地における土壌汚染調査及び対策

工事の業務範囲は入札公告時に示す」とのことで

したが、本件工事の範囲外との理解でよろしいで

しょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

3 3 第 2 1 （4） 5） 

イ 

本件業務に

係るもの 

実施方針に関する質問・意見への回答 No.3 に

て、「運営管理事業者が支援する岡山市が行う具

体的な内容については、入札公告時に示す」との

ことでしたが、具体的な内容についてご教示願い

ます。 

 

要求水準書第Ⅱ編 第２章 第９節を

参照として下さい。 

4 6 第 3 1 （1） 3） 構成企業の

企業数 

「構成企業の企業数の上限は任意とする」とあり

ますが、一方で、様式第 5号-5「建設工事特定共

ご理解のとおりです。 

なお、修正した様式第 5号-2、3、5
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

同企業体協定書（乙型 JV）」の 20 頁には、「この

協定書【3又は 4】通を作成し、・・・、1通を岡

山市長に提出する」と記載があります。このた

め、構成企業を 4社以上とする場合は、協定書の

文面等を適正に修正の上、提出することと考えて

よろしいでしょうか。 

 

を添付します。 

5 9 第 3 1 （2） 5） 

カ 

運営管理企

業の要件 

「3か月以上継続して…現場総括責任者（…）と

して１年以上務めた経験を有する技術者を・・・

運営管理業務期間中・・・配置できること。」と

ありますが、下線部の条件が適用された場合、運

営管理業務期間にわたり、“外部”より現場総括

責任者の経験保有者を配置することが必要となり

ます。 

本件事業では地元雇用拡大の観点より、将来的に

は、本件施設従業者の中から当該責任者を選任す

ることを目指すことが望ましいと思料しますの

で、運営管理業務期間中における現場総括責任者

の要件については、「要求水準書 第Ⅱ編 運営管

理業務編 Ⅱ編-2-1 第 2 章 第 1節 2-1-2 (1)及

び(2)」の要件を満たすこととして頂けますでし

ょうか。 

 

 運営管理企業の入札参加要件は、入札

説明書に記載のとおりとします。 

 

6 11 第 3 1 （4） 2） 

イ 

実績を証す

る書類 

設計企業の役割を分割する場合は、建屋及び土

木・外構施設等担当はエ以外の要件を満たすこと

との要件のため、様式第 6号-1 にて提出する施工

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

実績証明書は、プラント担当を担う企業の実績と

の理解でよろしいでしょうか。 

 

7 11 第 3 1 （4） 3） 入札参加表

明の確認 

入札参加者の定義は、「入札参加資格審査が認め

られた企業グループ」であり、令和 3年 12 月 14

日（火）の参加資格の審査結果をもって、企業グ

ループから入札参加者に成り得ると理解しており

ます。当文章の時期においては、入札参加者では

なく企業グループとなるため、読み替えてさせて

頂いてよろしいでしょうか。 

また、構成員についても、定義は「SPC に出資す

る者」であるため、当文章の内容から考え、構成

企業の誤記と理解してよろしいでしょうか。 

なお、本項以降においても同様に読み替えて理解

することとしてよろしいでしょうか。 

 

入札説明書の用語の定義の内、「入札

参加者」は、「入札参加を表明する者」

とします。 

後段については、ご理解のとおりで

す。 

8 15 第 4 1 （5） 3） 現地見学会 「参加人数は 10 名を上限とする」と記載があり

ますが、企業グループではなく各企業での参加人

数の上限数と考えてよろしいでしょうか。 

 

企業グループで 10 名を上限としま

す。 

9 15 第 4 1 （5） 3） 現地見学会 現地見学会は、同一企業グループにおいて２回行

うことは可能でしょうか？ 

企業グループにつき 1回とします。 

10 16 第 4 1 （11）  技術対話 「入札参加者側の出席者は、・・・５人までとす

る」とのご指示ですが、本件事業は解体撤去工

事、土木建築工事、プラント建設工事、運営管理

業務、灰運搬・資源化業務等、多岐にわたる事業

入札説明書に記載のとおりとします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

であることから、入札参加者側の出席者数は「必

要最小限の人数」と改めて頂けますでしょうか。 

または、プレゼンテーション実施要領に記載の内

容と同様に、「10 名を上限」として頂けますでし

ょうか。 

 

11 16 第 4 1 （11）  技術対話 入札参加者側の人数が５人までと記載があります

が、人数についてプレゼンテーションと同等また

は増やしていただけませんか。 

 

No.（１）-10 の回答をご参照くださ

い。 

12 17 第 4 1 （15） 2） 提出方法 入札書の提出方法が「郵送による」とあります

が、到着確認を企業グループの代表企業に通知し

て頂けるものと理解してよろしいでしょうか。 

 

通知はしません。 

13 17 第 4 1 （15）  入札書の提

出 

万一の郵便事故で入札書が紛失された場合、引受

けされた事実は証明出来ても、入札書の金額を証

明することは出来ません。 

従って、入札書を直接持参する方法のご検討をお

願い申し上げます。 

 

入札説明書に記載のとおり、郵送とし

ます。 

14 19 第 4 1 （21）  一般競争入

札参加資格

確認者申請

書の提出 

「入札参加資格確認対象者として決定された者」

とありますが、対象者の決定通知は企業グループ

の代表企業に通知されることと理解してよろしい

でしょうか。 

また、通知時期については開札日以降との理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

入札参加資格確認対象者の決定通知

は、企業グループの代表企業に通知しま

す。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

15 21 第 4 2 （9） 1） 納入金額 「入札保証金を免除することができる者

は、・・・契約を締結しないこととなるおそれが

ないと認められる者」とありますが、認められる

者とは企業グループの代表企業のことと理解して

よろしいでしょうか。 

また、その代表企業が認められる者であること

は、別途、通知して頂けるものと考えてよろしい

でしょうか。 

 

企業グループの代表企業が条件を満た

している場合、入札保証金を免除するこ

とができます。 

 また、後段については通知いたしませ

ん。 

16 23 第 5 2 (7) 2）ウ 運営期間に

おける保証 

「契約保証金に代わる担保として提供することが

できるものは、有価証券等の提供、金融機関の保

証とする」と記載されていますが、この「金融機

関の保証」には、「前払保証事業会社の保証」も

含まれると解釈してもよろしいでしょうか。 

また可能な場合は「前払金保証事業会社の保証」

を明記いただけないでしょうか。 

 

 「運営管理業務委託契約書（案）」に

おいて、契約の保証については、金融機

関等の保証とします。「前払金保証事業

会社の保証」はこれに含まれるとご理解

ください。 

 

17 24 第 6 1   入札参加表

明時の提出

書類 

様式第 4号-1「委任状（代表企業）」は、設計施

工事業者及び運営管理事業者を共同企業体とする

場合は、構成企業の内どの企業が代表企業を務め

るのかを明確にするために必ず提出が必要な書類

との理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

 

18 24 第 6 1   入札参加表

明時の提出

書類 

様式第 4号-2「委任状（代理人）」は、代表企業

が代理人を定める場合にのみ提出する書類との理

解でよろしいでしょうか。 

様式第 4号-2 内※1に記載のとおりで

す。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

19 24 第 6 1   入札参加表

明時の提出

書類 

様式第 5号-2,3,5 の特定共同企業体協定書の提出

時期が入札参加表明時とのご指示ですが、提示さ

れている条文における疑義や、共同企業内でのす

り合わせ等、協議に時間を要すると考えられるた

め、協定書については別途、契約時等に提出する

こととし、入札参加表明時には、構成企業、JV 方

式、担当工事（業務）が十分に表明できる各結成

届出書（様式第 5号-1,4）のみを提出することと

させて頂けませんでしょうか。 

また、お認め頂けない場合は、国土交通省標準協

定書に沿った内容に適正に修正の上、提出すると

の理解でよろしいでしょうか。 

 

特定共同企業体協定書は一般競争入札

参加資格確認申請書提出時に必要な書類

と併せて提出することとし、入札参加表

明時には各結成届出書を提出してくださ

い。 

また、その際の各結成届出書に示す

JV 構成員と協定書に示す JV 構成員は同

様の企業として下さい。 

 

20 24 第 6 1   入札参加表

明時の提出

書類 

入札参加表明時に特定共同企業体協定書を提出す

ることを免除して頂けないでしょうか。 

No.（１）-19 の回答をご参照くださ

い。 

21 25 第 6 5   入札時の提

出書類 

建設工事費内訳書の提出部数が 1部とのご指示で

すが、一方で様式第 11 号-1 の表紙には、「提出部

数は各 2部とする」と記載があります。入札説明

書に記載の 1部を正として理解してよろしいでし

ょうか。 

入札説明書の記載を正とし、各 1部を

ご提出ください。 

22 25 第 6 5   入札時の提

出書類 

運営管理費内訳書の提出部数が 1部とのご指示で

すが、一方で様式第 11 号-2 の表紙には、「提出部

数は各 2部とする」と記載があります。入札説明

書に記載の 1部を正として理解してよろしいでし

ょうか。 

入札説明書の記載を正とし、各 1部を

ご提出ください。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

23 25 第 6 5   入札時の提

出書類 

様式第 11 号（様式第 11 号-1、様式第 11 号-2 を

含む。）は、入札説明書別図 3の通り封筒に入れ

郵送とのことですが、CD-R（3 部）については別

途任意の封筒に入れ、入札書同様に郵送するとの

理解でよろしいでしょうか。 

（ご指定の長形 3号の封筒に CD-R が入らない場

合） 

 

CD-R（3 部）については別封筒で郵送

してください。 

24      用語の定義 入札説明書の用語定義の“運営管理事業者（共同

企業体とする場合）”に「運営管理事業者を共同

企業体とする場合は、共同業務型共同企業体とし

なければならない」と記載がありますが、運営期

間にわたって、乙型である分担管理型共同企業体

でも代表企業により十分な管理が可能であるた

め、共同企業体の形態は事業者提案によるものと

してよろしいでしょうか。 

なお、その場合は、様式第 5号-4 の特定共同企業

体結成届出書（乙型 JV）を使用し、分担管理方式

として入札参加表明時に提出することとしてよろ

しいでしょうか。 

 

運営管理事業者を共同企業体とする場

合の形態は、事業者提案によるものとし

ます。これに伴い、入札説明書におけ

る、「運営管理事業者（共同企業体とす

る場合）」の用語の定義を「運営管理事

業者を共同企業体とする場合は、共同業

務型共同企業体又は分担管理型共同企業

体としなければならない。また、当該共

同企業体は、代表企業と運営管理企業で

構成しなければならない。」と訂正しま

す。 

また、後段については、様式第 5号-4

を使用してください。なお、協定書につ

いては様式第 5号-6 を添付します。 
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（２） 要求水準書第Ⅰ編【設計・建設編】に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（1） 

① 

イ 

地質 添付資料-6柱状図（参考）の標高が EL 標記とな

っています。標高を TP 表記でご教示願います。 

EL＝TP とお考え下さい。 

2 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（1） 

② 

周辺状況 「災害時を想定し、北側用地と本件敷地との境界

に連絡通路を設ける計画としている。」とありま

すが、本件工事としては、この連絡通路の設置は

含まれないとの理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

3 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（1） 

② 

周辺状況 「添付資料 14 駐車場等建設スペース計画図」に

ある駐車場スペースは本件工事においては緑地面

積に算入できるものとの理解でよろしいでしょう

か。 

 

ご理解のとおりです。 

4 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（1） 

② 

周辺状況 添付 14 に示す維持管理用道路の必要幅員、通り

抜けの要否についてご教示ください。また、当該

スペースは緑地面積に算入できるものとの理解で

よろしいでしょうか。 

 

必要幅員は 3ｍ、通り抜けは不要とし

ます。 

また、本件工事においては緑地として

参入可能です。 

5 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（1） 

③ 

現状の地盤

高 

既存岡南環境センターの設計 GL 及び 1FL の標高

を TP 表記でご教示願います。 

設計 GL：TP+2.0m 

1FL：TP+3.5m とします。 

6 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（1） 

④ 

電波伝搬経

路 

「事前調査を事業者の責任と負担において実施す

る」とありますが、対策工事費は本工事に含まな

いと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

7 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（5） 燃料 「中圧 A導管が敷設」とありますので、『添付資

料-4. 取合点位置図』にて取合点をご教示願いま

す。 

 

改定した添付資料-4.を添付します。 

8 Ⅰ編-

1-2 

第 1 章 第 1節 1-1-2-

2 

（5） 燃料 中圧 A導管の取合い点をご指示ください。 No.（２）-7 の回答をご参照くださ

い。 

 

9 Ⅰ編-

1-10 

第 1 章 第 3節 1-3-4-

4 

（2） 参考図等の

取扱い 

同等の機能が担保されるとの考えにもとづいて、

参考等として示されている仕様とは異なる内容で

提案を行った内容は、貴市の要求水準を満たして

いるものと理解してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

10 Ⅰ編-

1-10 

第 1 章 第 3節 1-3-4-

9 

 関連工事と

の取合 

工事計画を検討するために、①北側用地における

整備工事、②西側用地における岡南事業所整備工

事について、整備時期及び工事内容をご教示願い

ます。 

 

①北側用地における整備工事 

整備時期：本件工事終了後開始予定 

工事内容：公共の広場等の整備 

②西側用地における岡南事業所整備工事 

整備時期：令和 8年 4月～令和 9年 3

月完成予定 

工事内容：岡南事業所建設工事 

 

11 Ⅰ編-

1-15 

第 1 章 第 4節 1-4-4-

1 

 建築工事の

責任者及び

管理 

分担施工型共同企業体（乙型 JV）を組成する場

合、建設工事の分担に合わせて監理技術者を配置

し、現場代理人及び副現場代理人と兼務してよろ

しいでしょうか。 

 

 

可とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

12 Ⅰ編-

1-16 

第 1 章 第 4節 1-4-6-

1 

 敷地並びに

工事区域 

建設用地と温水プール間の構内道路を、工事期間

中、解体工事、土留工事等の重機配置のために貴

市との協議の上で一時的に使用させて頂くことは

可能でしょうか。 

 

基本的には使用不可とお考え下さい。

やむを得ない状況の場合は、岡山市との

協議によることとします。 

13 Ⅰ編-

1-17 

第 1 章 第 4節 1-4-6-

2 

 埋設物の確

認 

「発注条件で明示されていない埋設物があった場

合」とは、「添付資料-10.4.解体対象施設図面

集」及び「添付資料-12.埋設管概況図（参考）」

に明示されていない埋設物と考えてよろしいでし

ょうか。 

「添付資料-12.埋設管概況図（参考）」以外の埋

設管情報があればご教示願います。 

 

「添付資料-12.埋設管概況図（参

考）」以外の埋設管情報は「添付資料-

10.4.解体対象施設図面集」を参照とし

て下さい。また、提供する図面に明示が

ない場合でも、今後岡山市による情報の

開示があった場合は、その情報も発注条

件で明示されているとお考え下さい。 

14 Ⅰ編-

1-17 

第 1 章 第 4節 1-4-6-

3 

（1） 仮設物 「工事区域の内側 0.5ｍのところに遮音壁並びに

高さ 1.8ｍ以上の仮囲いを設置する」とあります

が、遮音壁と仮囲いは兼用するものと考えてよろ

しいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

15 Ⅰ編-

1-17 

第 1 章 第 4節 1-4-6-

3 

（1） 仮設物 仮囲いの詳細な設置位置については、落札後の施

工協議によるものと考えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

16 Ⅰ編-

1-17 

第 1 章 第 4節 1-4-6-

3 

（4） 仮設物 貴市用現場事務所と施工監理業務従事者用現場事

務所は 40 ㎡程度スペースに仕切を設け、両者の

事務所を設けるものと考えてよろしいでしょう

か。 

 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

17 Ⅰ編-

1-25 

第 1 章 第 5節 1-5-1  性能保証事

項 

「必須性能②は、引渡し後の 2 年間の契約不適合

期間内に 1 年間の観測期間を設定し、～」とあり

ますが、表 1-5-1 の性能要件に記載されている年

間ごみ処理能力については、災害廃棄物が含まれ

ているため、処理性能確認を行うごみ処理量は、

当該期間内に搬入されたごみ処理量を処理するこ

とと解釈してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

18 Ⅰ編-

1-30 

第 1 章 第 6節 1-6-2-

1 

 教育訓練 「事業者は、…岡山市業務受注者の従業員…」と

ありますが、貴市業務受注者の従業員とは、運営

管理事業者を指すものと理解してよろしいでしょ

うか。 

 

ご理解のとおりです。 

19 Ⅰ編-

1-34 

第 1 章 第 6節 表 1-6-

1 

 引渡し性能

試験の項目

と方法 

灰の熱灼減量に関し、湿灰では水和物の脱水反応

の影響により正確な測定ができないため乾灰での

採取とし、サンプリング場所は 1，2号炉が分離

して採取できる場所としてもよろしいでしょう

か。 

可とします。 

20 Ⅰ編-

1-34 

第 1 章 第 6節 表 1-6-

1 

 引渡し性能

試験の項目

と方法 

排ガス(ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、窒素

酸化物、水銀)の測定回数について「2回/1 箇所

を 1炉につき 2箇所以上」とありますが、これは

ろ過式集じん器入口(1 箇所)及び煙突(1 箇所)で

それぞれ 2回ずつ測定を行うものと解釈してよろ

しいでしょうか。 

また、上記測定項目の保証事項は、煙突での測定

値と解釈してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。1炉につき、そ

れぞれろ過式集じん器入口及び煙突をそ

れぞれ測定して下さい。 

また、後段についてもご理解のとおり

です。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

21 Ⅰ編-

1-35 

第 1 章 第 6節 表 1-6-

1 

 引渡し性能

試験の項目

と方法 

「固化飛灰について「表 2-4-1．重金属類の溶出

基準」を適用する」とありますが、本基準値につ

いては、飛灰資源化処理事業者の受入基準を満た

した上で、飛灰処理装置を設けない場合は適用さ

れないと解釈してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

22 Ⅰ編-

1-37 

第 1 章 第 6節 表 1-6-

1 

 引渡し性能

試験の項目

と方法 

「各種薬品、油脂類、上水使用量、電力量の施設

負荷に対する使用割合を実施設計図書と比較整理

する」とありますが、実施設計図書で提示した数

量と大幅な乖離が無いことを確認するものであ

り、実施設計図書で提示した値は保証項目ではな

いとの理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

23 Ⅰ編-

1-38 

第 1 章 第 7節 1-7-1-

1 

（2） プラント機

械設備工事 

「岡山市が指示する主要機器の開放点検､復旧及

び性能確認試験により､異常のないことを確認す

る」とありますが、性能確認試験で異常のないこ

とが確認できた場合は、開放点検は不要と考えて

よろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

24 Ⅰ編

1-39 

第 1 章 第 7節 1-7-2-

2 

 契約不適合

責任期間中

の経費分担 

「1-7-2-2. 契約不適合責任期間中の経費分担」

とありますが、ここで言う契約不適合責任期間中

とは、施工上の契約不適合責任の存続期間（引渡し

後 2年間）との理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

 

25 Ⅰ編

1-39 

第 1 章 第 7節 1-7-2-

2 

 契約不適合

責任期間中

契約不適合責任期間中に実施する法定点検、定

期補修工事及び定期(中間)点検の費用について

契約不適合責任期間中に実施する法定

点検、定期補修工事及び定期(中間)点検
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

の経費分担 は、本件業務の委託費に含まれると考えてよろし

いでしょうか。 

 

の費用については、要求水準書に記載す

るとおり、本件工事の範囲内とします。 

当該費用は、本件業務の委託費には含

みません。 

 

26 Ⅰ編-

1-39 

第 1 章 第 7節 1-7-2-

3 

（2） 

① 

ア 

契約不適合

判定基準 

「火格子部品の腐食、摩耗、焼損、破損等による

重量の減少量が当初測定重量に対し 12％を越えた

場合」とありますが、腐食、摩耗、焼損、破損等

が見られた火格子の重量を測定し、当初重量から

の重量の減少量を測定するものと理解してよろし

いでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

24 Ⅰ編-

1-39 

第 1 章 第 7節 1-7-2-

3 

（2） 

① 

ア 

契約不適合

判定基準 

「火格子部品の腐食、摩耗、焼損、破損等による

重量の減少量が当初測定重量に対し 12％を越えた

場合」とありますが本基準は例として示されてい

るため、減少量の判定基準は火格子の設置場所等

に応じて別途設定し「契約不適合確認要領書」に

て貴市の承諾を得るものと理解してよろしいでし

ょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

25 Ⅰ編-

1-40 

第 1 章 第 7節 1-7-2-

3 

（7） 

① 

契約不適合

判定基準 

2 年目に実施する煙突ノズルの内部点検は、笛吹

き現象やダウンウォッシュの確認ではなく、目視

による外観確認と考えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

26 Ⅰ編-

1-41 

第 1 章 第 7節 1-7-4-

2 

（1） 原因究明に

かかる費用

の負担 

「原因究明の調査に要する費用等の負担について

は、究明結果にかかわらず事業者負担とする」と

ありますが、究明結果にて原因の一部が貴市に帰

 要求水準書第Ⅰ編-1-41 1-7-4-2 に

記載のとおり、究明結果に関わらず、調

査に要した費用は事業者の負担としま
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

責する場合は、双方協議により、調査に要した費

用の負担割合を定めるものと考えてよろしいでし

ょうか。 

 

す。 

 

27 Ⅰ編-

2-6 

第 2 章 第 2節 2-2-1 （6） 

表 2-2-

1 

処理対象物

の搬入量

（参考） 

破砕処理が必要な粗大ごみの量は、前頁に示され

ている事業系可燃粗大ごみの 255t のみと考えて

よろしいでしょうか。また、これ以外の処理対象

物がある場合はその量をご教示願います。 

 

平常時は、255t/年とお考え下さい。 

災害発生時には、災害廃棄物を破砕処

理可能な設備とします。 

28 Ⅰ編-

2-8 

第 2 章 第 2節 2-2-5 （5） 搬出入路 直接搬入の受入形態について以下内容をご教示願

います。 

・ごみ種別：（可燃性粗大のみ等） 

・予約の有無 

・搬入台数の実績値 

・ごみ種別：可燃ごみ、事業系可燃性粗

大 

・予約の有無：無（ただし、【ごみ減

量・リサイクルガイド】、【事業系ごみの

分け方・出し方】記載のとおり） 

・添付資料-23 を参照 

 

29 Ⅰ編-

2-9 

第 2 章 第 2節 2-2-6 （3） 余熱利用計

画 

「余剰電力は、岡山市役所新庁舎及び市民屋内温

水プール並びに岡南事業所へ供給」とあります

が、各施設の消費電力量は、毎月の消費電力量を

24 時間平均した値とすると考えてよろしいでしょ

うか。 

 

質問の意図が明らかではないので回答

を差し控えさして頂きます。 

質問の意図を明らかにし、第 2回目の

質問で再度ご質問ください。 

30 Ⅰ編-

2-9 

第 2 章 第 2節 2-2-6 （3） 各施設の消

費電力量 

温水プール等の各施設の消費電力量をご指示く

ださい。 

 

 

No.（２）-29 の回答をご参照くださ

い。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

31 Ⅰ編-

2-9 

第 2 章 第 2節 2-2-7 （2） 工業用水 「工業用水を…行うものとする。」とあります

が、当該工業用水の水質データをご教示願いま

す。 

 

岡山市水道局 HP 

 

を参照として下さい。 

32 Ⅰ編-

2-10 

第 2 章 第 2節 2-2-7 （11） 

① 

供給方法 蒸気条件は 179℃0.98MPa となっていますが、

0.98MPa は設計圧力との理解でよろしいでしょう

か。その場合、常用圧力についてご教示願いま

す。また、添付資料４にて飽和蒸気と過熱蒸気を

供給することとなっていますが、本項で提示され

ている条件のみでの供給と考えてよろしいでしょ

うか。 

 

0.98MPa は設計圧力です。常用圧力は

0.49-0.88MPa とし、1か所での取合とし

ます。 

33 Ⅰ編-

2-11 

第 2 章 第 2節 2-2-9. （4） 作業環境 機側 1m における騒音が 80dB を超える場合に、

騒音対策を施すとありますが、対策後に騒音値が

80dB を下回る必要までは無いとの理解でよろしい

でしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

なお、該当する装置機器については、

要求水準書第Ⅰ編に記載する騒音対策を

講じてください。 

34 Ⅰ編-

2-12 

第 2 章 第 2節 2-2-10 （13） 地震対策 「事業者は近隣住民を誘導し、必要な物資等を岡

山市と協力して避難者へ提供すること」とありま

すが、物資等は別途施設外から搬入されたものを

提供するものであり、施設内に貯留した物資を提

供するものではないと理解してよろしいでしょう

か。 

 

施設内に物資を備蓄することとしてお

り、その物資を提供するものとお考え下

さい。なお備蓄物資は事業者の提案によ

るか、提案がなければ市が準備します。 

35 Ⅰ編-

2-14 

第 2 章 第 3節 2-3-1-

1 

（1） 施工 「配管・ダクト等の躯体貫通は原則としてスリー

ブ入れ～」とありますが、複数配管が隣接して貫

可とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

通する場合は、一つの開口にまとめて貫通させ、

区画に応じた手法にて仕舞を行うこととしてよろ

しいでしょうか。 

 

36 Ⅰ編-

2-14 

第 2 章 第 3節 2-3-1-

2 

（3） 

① 

解体撤去工

事の施工範

囲 

「添付資料-10 による」とありますが、残置範囲

は参考とし、新焼却施設の配置や施工上の都合に

より、事業者にて範囲を計画できるものと考えて

よろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

37 Ⅰ編-

2-14 

第 2 章 第 3節 2-3-1-

2 

（3）

① 

解体撤去工

事の残置 

残置範囲については事業者の提案により、全撤去

も可能と考えてよろしいですか。 

 

No.（２）-36 の回答をご参照くださ

い。 

38 Ⅰ編-

2-16 

第 2 章 第 4節 2-4-2 （3） 

表 2-4-

1 

重金属類の

溶出基準 

本基準値については、飛灰資源化処理事業者の受

入基準を満たした上で、飛灰処理装置を設けない

場合、適用されないと解釈してよろしいでしょう

か。 

 

ご理解のとおりです。 

39 Ⅰ編-

3-1 

第 3 章 第 1節 3-1-1-

1 

（3） 通年運転計

画 

全炉停止は年 1回 7日間程度とありますが、ごみ

ピット管理等により受入業務に影響を与えない範

囲で 7日間以上の全炉停止期間を計画してもよろ

しいでしょうか。 

ごみの受入、及びごみ処理に支障が無

いことを条件に可とします 

40 Ⅰ編-

3-2 

第 3 章 第 1節 3-1-2-

1 

（12） 配置動線等 「油圧装置の計画は、特記するものを除き装置種

別毎に設けること」とありますが、同じ炉室内に

配置され、一連の装置である『給じん装置』、『燃

焼装置』、『灰押出し装置』は同一の油圧装置によ

り駆動させてもよろしいでしょうか。 

可とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

41 Ⅰ編-

3-3 

第 3 章 第 1節 3-1-2-

3 

（2） 塗装 「「一般錆止め塗料 JISK5621(廃止済み)」相当品

は使用しない。「屋外仕様」の採用を原則とす

る」とありますが、貯留槽や煙道等の内面で外部

に露出しない箇所の養生錆止め用の塗料は事業者

提案とさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

42 Ⅰ編-

3-7 

第 3 章 第 1節 3-1-2-

9. 

（5） コンベヤ類 「設置運用上の問題が無いかぎり、原則として

機側には非常停止用の引綱スイッチを設ける。（密

閉式コンベヤは除く）」とありますが、機側に設置

する非常停止用の引綱スイッチは上部開放型のコ

ンベヤに対し設置し、密閉しているコンベヤで巻

き込まれなどの安全上問題ないことが確認されて

いれば、コンベヤ近傍に緊急停止ボタンを設置す

ることでよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

43 Ⅰ編-

3-10 

第 3 章 第 2節 3-2-1 1） 計量機 

形式 

「ロードセル・ピット式」とありますが、前後の

スロープの勾配をランプウェイの基準として提示

されている 10%以下とすることを条件に、ピット

レス式とすることは可能でしょうか。 

 

不可とします。 

44 Ⅰ編-

3-11 

第 3 章 第 2節 3-2-1 5） 

（15） 

計量機 

設計基準等 

「計量システムはシステムの変更に対して拡張性

の高い設計とする」とありますが、システム変更

時に可能な限り改造が少なくなるよう配慮するこ

ととし、システム変更にともなう改造は本工事対

象外であると理解してよろしいでしょうか。 

 

運営開始後、システム変更が政策等に

よる市の要請に基づく変更の場合は、市

が負担するものとします（ただし、軽微

な変更は除く）。その他は事業者の負担

とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

45 Ⅰ編-

3-12 

第 3 章 第 2節 3-2-3 5） 

（1） 

投入扉 「投入扉（外扉）の自動開閉はループコイル方式

と超音波探知器の併用による車両自動検知方式と

する」とありますが、2種類の方式により検知す

るものであれば、方式は事業者提案とすることは

可能でしょうか。 

 

可とします。 

ただし、事業者による提案内容を岡山

市が不適と判断した場合は、改善通知に

て仕様の変更を求める可能性があること

にご留意ください。 

46 Ⅰ編-

3-12 

第 3 章 第 2節 3-2-3 5） 

（14） 

投入扉 

設計基準等 

「ヒンジ部等で給油が必要な箇所は遠方集中給油

方式とする。」とありますが、高所やごみピット

内に給油箇所がある場合と解釈してよろしいでし

ょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

46 Ⅰ編-

3-13 

第 3 章 第 2節 3-2-4 4） 

（1） 

ダンピング

ボックス 

構造等 

「投入扉 1門をダンピングボックス専用とする」

とありますが、開閉速度や密閉性が投入扉と同等

であれば、シャッター方式とすることは可能でし

ょうか。 

条件付きで可とします。 

ただし、シャッター方式とする場合

は、ごみピット内でのごみ積み上げの際

に支障（扉の強度及び運用上に支障）の

ないように配慮することを条件としま

す。 

 

47 Ⅰ編-

3-26 

第 3 章 第 3節 3-3-4-

3 

4） 

（8） 

ホッパ及び

シュート 

設計基準等 

「焼却灰用のシュートのエアシールは、灰押出し

装置の水封面の水位変動を考慮した方式・構造と

すること」とありますが、提案する灰押出装置の

方式に合わせて、エアシールが行われる方式・構

造を提案するものと解釈してよろしいでしょう

か。 

 

 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

48 Ⅰ編-

3-27 

第 3 章 第 3節 3-3-5-

2 

4） 

（2） 

助燃バーナ 

設計基準等 

「ACC との連動とする。」とありますが、バーナの

負荷変動にともなって生じる温度変化等に対し、

ストーカ速度や燃焼空気量等が自動的に調整され

ることと解釈してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

49 Ⅰ編-

3-29 

第 3 章 第 4節 3-4-1 9） 

（22） 

ボイラ本体 

設計基準等 

「液面計は、二色液面計と透視式液面計を取り付

ける」とありますが、安定性、経済性を考慮して

マグネット式の提案も可能でしょうか。 

 

可とします。 

50 Ⅰ編-

3-29 

第 3 章 第 4節 3-4-2 5） 

（1） 

ボイラ鉄骨

及びケーシ

ング 

設計基準等 

「自立型ボイラ以外のボイラに採用するボイラ鉄

骨は、ボイラを支えるのに十分な強度と合成を有

した鋼製構造とする。この場合、鉄骨に建築構造

用圧延鋼を用いる。」とありますが、構造上必要

なフレーム部に建築構造用圧延鋼を使用すると解

釈してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

51 Ⅰ編-

3-30 

第 3 章 第 4節 3-4-4 4） 

（1） 

過熱器 

設計基準等 

「過熱器は、その全体を定期補修整備期間内にお

いて交換可能とする。」とありますが、運営期間

中に交換が必要となる過熱器のみを定期補修整備

期間内に交換すると解釈してよろしいでしょう

か。 

 

ご理解のとおりです。 

52 Ⅰ編-

3-35 

 

第 3 章 第 4節 3-4-

13. 

10）

（7） 

タービン排

気復水器 

「冬季における積雪荷重を考慮する。」とあります

が、積雪荷重条件についてご教示願います。 

 

 

岡山市建築基準法施行規則第 21 条を

参照してください。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

53 Ⅰ編-

3-41 

第 3 章 第 5節 3-5-2 7） 乾式排ガス

処理装置 

付属機器 

付属機器として、「③エアレーション装置」、「④

ブリッジ防止装置(エアノッカ、バイブレー

タ)」、「⑤ブリッジ解除装置」とありますが、機

能的に問題ない場合、③～⑤の機器・機能を「ブ

リッジ防止・解除装置」として統合し、その構成

を事業者提案とさせていただいてもよろしいでし

ょうか。 

 

可とします。 

54 Ⅰ編-

3-53 

第 3 章 第 8節 3-7-8 5） 

（8） 

煙道 

設計基準等 

「バイパス煙道には、酸露点腐食を防止するた

め、空気置換可能とする」とありますが、バイパ

ス煙道は必要に応じて設置するものと解釈してよ

ろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

55 Ⅰ編-

3-60 

第 3 章 第 8節 3-8-1-

9. 

 鉄分貯留ホ

ッパ 

磁選機を設置する場合は、発生量、搬出の容易性を

考慮し、鉄分をコンテナでの貯留、搬出を提案する

ことは可能でしょうか。 

 

可とします。ただし、搬出動線の安全

性、容易性に十分配慮することを条件と

します。 

56 Ⅰ編-

3-61 

第 3 章 第 8節 3-8-2-

1 

3） 

（8） 

飛灰搬出装

置 

設計基準等 

「摺動部分にはライナープレートを張付け、取り

換え可能な構造とする」とありますが、ライナー

プレートを設置する代わりに搬送速度やケーシン

グの材質・厚みは摩耗を考慮し、耐久性を向上さ

せることを提案させて頂いてもよろしいでしょう

か。 

 

可とします。 

57 Ⅰ編-

3-62 

第 3 章 第 8節 3-8-2-

3 

3） 

（1） 

飛灰貯留槽 

主要項目 

飛灰の資源化業者の受入基準を満たす場合は、飛

灰を湿灰で搬出してもよろしいでしょうか。 

可とします。 



21 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

58 Ⅰ編-

3-62 

第 3 章 第 8節 3-8-2-

3 

3） 

（1） 

飛灰貯留槽 

主要項目 

飛灰の湿灰搬出が認められる場合は、ジェットパ

ック車への搬出に関連する仕様は参考扱いとし、

7日分の容量は飛灰貯留槽と飛灰ピットで確保す

るものと考えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

59 Ⅰ編-

3-62 

第 3 章 第 8節 3-8-2-

3 

3） 

（4） 

⑥ 

飛灰貯留槽 

計量機 

飛灰貯留槽の計量機に関し、ピットを併用して飛

灰を貯留する場合は非設置とすることは可能でし

ょうか。 

 

可とします。 

60 Ⅰ編-

3-65 

第 3 章 第 8節 3-8-4  灰クレーン 「灰沈殿槽の沈殿灰を焼却灰エリアに移動する際

も使用する」とありますが、灰沈殿槽の沈殿灰が

別の方法で除去できる場合は、灰クレーンによら

ないものと考えてよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

61 Ⅰ編-

3-68 

第 3 章 第 9節 3-9-1 3） 設計基準等 「生活用水受水槽も 7日分以上を確保する」とあ

りますが、用途に応じた水質を維持した上で、施

設を 7日間運営するために必要な水源が確保され

ていれば、水槽の貯留容量については事業者提案

とさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

水源及び水質の維持方法について問題

がないことが確認されることを条件に、

可とします。 

62 Ⅰ編-

3-70 

第 3 章 第 9節 3-9-6 3） 

（1） 

非常用水源

工事 

その他 

「深井戸の深さは 100～150ｍを目安として計画す

る」とありますが、深さが大きく超えた場合の責

任及び費用負担は別途、協議を行うと考えてよろ

しいでしょうか。 

 

 

本件敷地の準不透水層の位置から想定

した深さであるため、あくまでも目安と

して計画してください。責任及び費用負

担についての協議は行いません。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

63 Ⅰ編-

3-79 

第 3 章 第 11

節 

3-11-

1-1 

3） 

（3） 

灯油タンク 

設計基準 

「容量は、焼却炉を 2炉立ち上げるのに必要な量

（ブラックスタート用発電機を用いた炉立ち上げ

に必要な量を含む）、または非常用発電装置の最

大消費量の 2日分以上のいずれか多い方」とあり

ますが、ブラックスタート用発電機と保安用発電

機を分けて設置する場合、「非常用発電装置の最

大消費量の 2日分以上」は「保安用発電機の最大

消費量の 2日分以上」であると理解してよろしい

でしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

64 Ⅰ編-

3-83 

第 3 章 第 12

節 

3-12-2 1） 

（1） 

受変電設備 「2.2kV」とありますが、22kV と考えてよろしい

でしょうか。 

 

誤記です。22kV とします。 

65 Ⅰ編-

3-83 

第 3 章 第 12

節 

3-12-2 1）

（1） 

受変電設備 22kV の誤記と推察されますが、いかがでしょう

か。 

 

No.（２）-64 の回答をご参照くださ

い。 

66 Ⅰ編-

3-86 

第 3 章 第 12

節 

3-12-

7-1 

 非常用発電

装置 

全炉休止時に電力会社からの送電が停止した場

合、市民温水プール、岡南事業所、北側用地に対

する非常時等の送電は、蒸気タービンによる発電

開始後に行うものと考えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

67 Ⅰ編-

3-90 

第 3 章 第 12

節 

3-12-9 3） 現場制御盤 「本盤はバーナ制御盤、・・・、排水処理制御盤

等、装置・設備単位の付属制御盤などに適用す

る」とありますが、記載のある現場制御盤は一例

と解釈し、必要な箇所に制御盤を設置するものと

考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

68 Ⅰ編-

3-93 

第 3 章 第 12

節 

3-12-

11 

 保守用電源

盤 

「プラットホーム、・・・、灰クレーン近傍等の

必要箇所に補修用アーク溶接機用として設置す

る」とありますが、記載のある保守用電源盤は一

例と解釈し、必要な箇所に電源盤を設置するもの

と考えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

69 Ⅰ編-

3-93 

第 3 章 第 12

節 

3-12-

12 

1） 

（1） 

市民屋内温

水プール電

力供給工事 

取合点 

『添付資料-4. 取合点位置図』にて電力供給の取

合点をご教示願います。 

当該取り合い点を追記した添付資料-

4.を添付しますので、ご確認ください。 

70 Ⅰ編-

3-93 

第 3 章 第 12

節 

3-12-

12 

3） 

（2） 

市民屋内温

水プール電

力供給工事 

その他 

市民温水プールへの供給電力の最大値は、現状の

契約電力 185kW であると理解してよろしいでしょ

うか。 

左記の契約電力は、市民屋内温水プー

ルにおける令和 3年 3月の契約電力で

す。このため、最大値ではありません。

要求水準書に記載のとおり、左記契約電

力に 10％の余裕率を見込む等、事業者

で想定してください。 

 

71 Ⅰ編-

3-93 

第 3 章 第 12

節 

3-12-

12 

1）

（1） 

取合い点 市民屋内温水プールとの電力取合い点をご指示く

ださい。 

 

No.（２）-69 の回答をご参照くださ

い。 

72 Ⅰ編-

3-93 

Ⅰ編-

3-94 

第 3 章 第 12

節 

3-12-

12 

3-12-

13 

 北側用地電

力供給工事 

岡南事業所

電力供給工

事 

 

供給電力の最大値は、添付資料 13 に提示のとお

り、各々契約電力の 40kW であるとの理解でよろ

しいでしょうか。 

No.（２）-70 の回答と同様に左記契

約電力を参考とし、事業者で想定してく

ださい。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

73 Ⅰ編-

3-97 

第 3 章 第 13

節 

3-13-

3-1. 

1） 中央監視盤 中央監視盤（警報・記録系）において、警報表示や

連続記録計の機能を中央監視操作卓の LCD 画面へ

集約してもよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

74 Ⅰ編-

3-99 

第 3 章 第 13

節 

3-13-

3-4. 

 図書管理装

置 

機能を満たせば事務管理装置と兼用することで計

画してもよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

75 Ⅰ編-

3-101 

第 3 章 第 13

節 

3-13-5  分析測定装

置（環境測

定装置） 

「煙突部」以外の排ガス分析測定装置の設置は、

制御方法との関連もあるため、排ガス基準値を遵

守することを前提に事業者提案とさせて頂けない

でしょうか。 

 

可とします。 

76 Ⅰ編-

4-1 

第 4 章 第 1節 4-1-1 1） 計画概要 

工事範囲 

洗車場も（合棟または別棟とする）とすることは

可能でしょうか。 

 

可とします。 

77 Ⅰ編-

4-1 

第 4 章 第 1節 4-1-1 3） 

（1） 

計画概要 

設計施工上

の留意事項 

 

地下水位は GL-2m 付近にあると想定されていると

ありますが、TP 表記でご教示願います。 

 

TP-4.0m 付近とお考え下さい。 

78 Ⅰ編-

4-4 

第 4 章 第 1節 4-1-3 1） 

（3） 

敷地内配置

施設、その

他関連施設

との取り合

い 

 

 

「建物の外壁貫通部の配管等は、漏水・沈下対策

として目視による点検可能な構造」とあります

が、地上外壁貫通部に限定され、地下外壁貫通部

は除外と考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

79 Ⅰ編-

4-9 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

3. 

プラットホ

ーム 

「天井：ＲＣ+木毛板」とありますが、無柱の長

大スパン架構構造を考慮して、十分に気密性と防

臭性を確保したＡＬＣ版＋シート防水での提案も

可能と考えてよろしいでしょうか。 

 プラットホームの天井階に管理諸室を

配置しない計画とする場合は、プラット

ホームの外壁及び屋根をＳ造とすること

を可とします。ただし、この場合、ALC

目地部及び ALC と屋根の仕舞について

は、異種材料のシーリング材及び構造的

対策による二重又は三重の臭気漏洩対策

を講じることを条件とします。 

 

80 Ⅰ編-

4-11 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

6. 

ごみピット 「天井：コンクリート打放し」とありますが、

「2-1-13.改造の容易性」及び無柱の長大スパン

架構構造を考慮して、十分に気密性を確保したＡ

ＬＣ版＋シート防水での提案も可能と考えてよろ

しいでしょうか。 

 

不可とします。 

81 Ⅰ編-

4-12 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

8. 

ホッパステ

ージ 

「床：アスファルト防水」の範囲は水洗いするエ

リアに限定してもよろしいでしょうか。 

機能上支障が無いことを条件に可とし

ます。 

82 Ⅰ編-

4-15 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

13. 

炉室 「天井：裏断熱表し」とありますが、屋根断熱範

囲は空調室上部に限定してよろしいでしょうか。 

温度条件が順守されることを条件に可

とします。 

83 Ⅰ編-

4-18 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

15. 

排水処理設

備室・地下

水槽 

「7.槽にはマンホール（原則 2箇所以上）及びタ

ラップを設ける」とありますが、マンホールはメ

ンテナンス用と換気用と考え、タラップはメンテ

ナンス用 1箇所の設置でよろしいでしょうか。 

 

可とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

84 Ⅰ編-

4-21 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

17. 

発電機室 「壁：RC+グラスウールボード貼り」とあります

が、騒音計算により敷地境界線の騒音規制値を下

回ることが確認できれば、RC 以外の構造も採用す

ることは可能でしょうか。 

 

不可とします。 

85 Ⅰ編-

4-23 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

26. 

非常用発電

機室 

「壁：RC+グラスウールボード貼り」とあります

が、騒音計算により敷地境界線の騒音規制値を下

回ることが確認できれば、RC 以外の構造も採用す

ることは可能でしょうか。 

 

不可とします。 

86 Ⅰ編-

4-26 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

1 

37. 

排ガス分析

室 

連続分析計設置場所が清浄な雰囲気であれば、専

用室内の設置を省略することは可能でしょうか。 

連続分析計設置場所が清浄な雰囲気で

ある、かつ、騒音計算により敷地境界の

規制値を下回ることが確認できることを

条件に可とします。 

 

87 Ⅰ編-

4-30 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

2 

6. 

見学者廊下 「1.見学対象箇所を周回しながら見学ができるよ

うに計画する」とありますが、見学者ルートにつ

いては設備の配置計画に応じて説明用調度品と合

わせて、事業者にて提案させて頂くことは可能で

しょうか。 

 

効率的な見学およびバリアフリー化が

図られていることを条件に可とします。 

88 Ⅰ編-

4-44 

第 4 章 第 2節 4-2-1 表 4-2-

4 

1. 

 

 

計量棟 計量棟内の設備については、常駐する人員に応じ

て変更できるものと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

89 Ⅰ編-

4-47 

第 4 章 第 2節 4-2-2 4） 

（2） 

④ 

構造計画 

構造計算、

設計手順等 

建築設備の耐震設計は、地域係数（Z）は 1.0 と

するとありますが、主架構（構造）の耐震設計に

ついては記載がないため告示に準拠し Z=0.9（岡

山県）としてよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

90 Ⅰ編-

4-48 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（1） 

② 

屋根 「ごみピット、ホッパステージの屋根はＲＣ造」

とありますが、気密性が確保されることを前提に

ALC とすることは可能でしょうか。 

 

 No.（２）-80 をご参照ください。 

91 Ⅰ編-

4-48 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（1） 

③ 

屋根 「炉室の屋根は採光に留意し、機械換気モニタを

設ける」とありますが、モニタの有無は換気方式

により決定するものとしてよろしいでしょうか。 

 

換気性能について確認できることを条

件に可とします。 

92 Ⅰ編-

4-48 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（2） 

③ 

外壁 「プラットホームの外壁は条件付きでＳ造を可と

する。」とありますが、気密性が確保されること

を前提に ALC とすることは可能でしょうか。 

 

臭気対策が確認できることを条件に可

とします。 

93 Ⅰ編-

4-49 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（5） 

② 

オ 

ごみ搬入車

用プラット

ホーム出入

口扉 

「扉にはフィックス窓を設け～」とありますが、

反対側が見通せる機能が確保されていれば、出入

口扉の形式に応じた仕様とすることは可能でしょ

うか。 

 

反対側が見通せること、密閉性が確保

されていることを条件に可とします。 

94 Ⅰ編-

4-50 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（6） 

① 

オ 

窓（一般） 「外気に面するサッシ枠は断熱性を有するもの」

とありますが、断熱性を有するサッシ枠は空調室

に限定するものと解釈してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

95 Ⅰ編-

4-51 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（8） 

③ 

ガラリ 「材質は SUS 製を標準とする。ただし、建具に付

属するものについてはこの限りではない」とあり

ますが、もらい錆等による付着汚れの補修が困難

であるため、耐塩害性に優れ、また景観上、着色

が可能であるアルミ製（電解着色）での提案も可

能でしょうか。 

 

可とします。 

96 Ⅰ編-

4-51 

第 4 章 第 2節 4-2-3 1） 

（12） 

ガラス 「工場棟見学者廊下の見学用窓は耐熱強化ガラス

とする」とありますが、防火設備ではない見学用

窓は強化ガラスとしてよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

97 Ⅰ編-

4-55 

第 4 章 第 2節 4-2-4 2） 

（6） 

仕上げ計画 

内部仕上 

「コンクリート床は防じん塗装を原則とする」と

ありますが、防じん塗装を施す範囲は粉じんが舞

うと機能上好ましくない部分に限定するものと考

えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

98 Ⅰ編-

4-58 

第 4 章 第 3節 4-3-2-

2 

1） 計画概要 「雨水流出抑制対策の手引き（平成 29 年 10 月）

に基づき」とありますが、令和 2年 8月改定版が

あります。最新版としてこれに基づくことと考

え、貯留施設の必要貯留量は、開発行為に準じて

300 ㎥/ha と考えてよろしいでしょうか。また、

車両出入口の公道切下げ部分の雨水は、公道に排

水溝が敷設されている場合は、そちらに放流して

よろしいでしょうか。 

 

 

「雨水流出抑制対策手引き」のとおり

とします。 

また、後段については関係課との協議

により定めることとします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

99 Ⅰ編-

4-58 

第 4 章 第 3節 4-3-2-

2 

 雨水流出抑

制施設 

雨水流出抑制施設の貯留容量は、手引きに基づき

300ｍ3/ha としてよろしいですか。 

No.（２）-98 の回答をご参照くださ

い。 

100 Ⅰ編-

4-59 

第 4 章 第 3節 4-3-2-

5 

1） 駐車場工事 

計画概要及

び施工範囲 

「電気自動車用急速充電気を 1基以上設置するこ

と」とありますが、料金徴収機能は無いものと考

えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

101 Ⅰ編-

4-59 

第 4 章 第 3節 4-3-2-

7 

1） 門・囲障工

事 

計画概要及

び施工範囲 

「敷地外周にフェンスを設ける」とありますが、

既存の石垣＋フェンスは全て撤去の上、フェンス

および必要に応じて擁壁等を設置すると考えてよ

ろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

102 Ⅰ編-

4-60 

第 4 章 第 3節 4-3-2-

9 

1） 看板塔工事 内照式や投光など夜間でも視認できる必要がある

のかご教示願います。 

 

夜間の視認は必須としません。 

103 Ⅰ編-

4-62 

第 4 章 第 4節 4-4-1 1） 

（3） 

空気調和設

備 

空調方式 

「ゾーニングで 24 時間、8時間及び随時の 3系

統」とありますが具体的な部屋名、用途等の指定

がありましたらご教示願います。 

 

事業者提案によることとします。 

104 Ⅰ編-

4-62 

第 4 章 第 4節 4-4-1 2） 

（1）、

（2） 

空気調和設

備 

設計条件 

室内条件 

室内夏季の湿度条件は 50%程度を目安と考えます

がよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

105 Ⅰ編-

4-62 

第 4 章 第 4節 4-4-1 2） 

（1）、

（2） 

空気調和設

備 

設計条件 

室内条件 

電算機室及びサーバー室等の設計条件に「フリー

アクセスフロア内温湿度条件（吹出温度）」とあ

りますが、フリーアクセスフロア吹出し方式を採

用した場合の条件と考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

106 Ⅰ編-

5-1 

第 5 章 第 1節   計画基本事

項 

「令和 4年 4月 1日以降に清掃業務を 3か月程度

を目安に行う」とありますが、契約工期内となる

ため、清掃を行っている部分以外における解体工

事は貴市と調整の上で着手可能と考えてよろしい

でしょうか。 

また、清掃業務が 3か月以上かかった場合等によ

り工程が遅延した場合は、工程等に関して協議頂

けるものと考えてよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

ただし、3か月はあくまでも目安とお

考え下さい。さらに、その期間にアスベ

スト調査等の各種調査及び各種届出並び

に近隣住民への説明を行うこととしま

す。 

107 Ⅰ編-

5-1 

第 5 章 第 1節   計画基本事

項 

既設工場の地下水漏水場所、および水量について

ご教示願います。 

 

 B2F 誘引通風機室の南側天井部及び

MB2 階煙道付近壁面等に生じた漏水箇所

（クラック等に塩ビ管を差し込んでいる

箇所もある）があります。 

なお、上記は参考とお考えください。 

 想定水量については、25-30m3/日程度

としてください。 

 

108 Ⅰ編-

5-1 

第 5 章 第 1節   計画基本事

項 

クラックから地下水が内部に漏水しているとある

が、漏水箇所について、具体的にご指示くださ

い。 

 

No.（２）-107 の回答をご参照くださ

い。 

109 Ⅰ編-

5-1 

第 5 章 第 1節   計画基本事

項 

「土壌汚染対策法」関連法令、規制等を遵守する

こととありますが当該敷地の土壌には土壌汚染対

策法に基づく特別有害物質は全て除去されている

ものと考えてよろしいでしょうか。 

 

 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

110 Ⅰ編-

5-29 

第 5 章 第 2節 5-2-2  工事基本方

針 

「要求水準書から読み取れる機器等以外の機械、

備品、消耗品が残置されている可能性がある」と

ありますが、残置物の撤去についてはⅠ編 5-1、

第 1節 計画基本事項の記載のある内容と考えて

よろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

111 Ⅰ編-

5-30 

第 5 章 第 2節 5-2-3-

2 

3） 事前調査 

石綿 

石綿除去工事については解体対象物の含有調査後

でなければ費用を算出することが困難であり除

去・処分費用を本工事に見込む場合は全て石綿含

有廃棄物扱いとして計上することになります。大

気汚染防止法第 18 条の 16 に則り本工事に事前調

査費用は見込むものとするが除去・処分の対策費

用は別途清算するものと考えてよろしいでしょう

か。 

また、石綿含有可能性建材一覧表（参考）が記載

されていますが、仕上げ材・下地材すべてにおい

て石綿含有分析調査が必要と考えてよろしいでし

ょうか。事前調査の分析調査方法にご指定があれ

ばご教示願います。 

 

石綿除去工事の数量については、要求

水準書等を参考に事業者の経験から、設

定し、入札書に計上してください。 

また、後段については、ご理解のとお

りです。分析調査については廃棄物焼却

施設解体作業マニュアル（公益社団法人 

日本保安用品協会）等に基づいて実施し

てください。 

112 Ⅰ編-

5-38 

第 5 章 第 3節 5-3-3-

2 

① 仮設集じん

設備の設置

と運用 

フィルター

仕様 

 

フィルターの仕様について、記載と同等以上の能

力の仕様であれば必ずしも HEPA フィルターを有

する必要はないと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

113 Ⅰ編-

5-39 

第 5 章 第 3節 5-3-3-

5 

 解体ヤード

及び前室 

「内部：ビニルシートの二重張り」とあります

が、床は二重張り、天井面・壁は一重張りと考え

てよろしいでしょうか。 

可とします。なお、床については、要

求水準書第Ⅰ編第 5章第 3節 5-3-3-5 に

記載のとおり、RC 造としたうえで、ビ

ニルシートの有無は事業者の提案としま

す。 

114 Ⅰ編-

5-42 

第 5 章 第 3節 5-3-6-

5 

 煙突解体 「無人化工法」とありますが、低振動低騒音の工

法で人が介入した作業工法（耐火レンガのゴンド

ラ搭乗による除去、ワイヤーソーイング切断によ

る RC 躯体のブロック解体等）でも可と考えてよ

ろしいでしょうか。 

 

可とします。 

115 添付

資料-

7 

    海外調達材

料・部品等

の取扱いに

ついて 

「日本工業規格(JIS)や発電用火力設備技術基

準等の国内の諸基準や諸法令に適合している材料

や部品等であること、もしくは、これら諸基準・諸

法令等と同等の基準に適合する材料や部品等であ

るものとする。」と記載ありますが、成分・強度が

JIS 規格と同等であれば、海外規格材を使用できる

と解釈してよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

ただし、実施設計時に品質・適合基準

等について説明し岡山市の承諾を得てく

ださい。 

116 添付

資料-

7 

    海外調達材

料・部品等

の取扱いに

ついて 

海外調達材料及び部品等を使用する場合、「材料

検査等の岡山市の立会いを要する材料・部品等に

ついては、国内において検査を実施できるものと

する。」と記載ありますが、ボイラ、鉄骨等を海外

製作する場合、お立会検査については国内におい

て現地搬入時の検査を実施することと解釈してよ

ろしいでしょうか。 

可とします。ただし、工事受注者の品

質管理責任者等が製作国の工場で品質検

査を実施し合格していることが条件と考

えます。 

また、基本的な考え方として、鉄骨等

の部材を海外製作した場合は、現地搬入

時の検査で可とし、海外で完成品を製作
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

 する場合は現地搬入前に国内の倉庫・工

場等で工場検査を行うものとしてくださ

い。 

 

117 添付

資料-

7 

    海外調達材

料・部品等

の取扱いに

ついて 

「照合検査の準備として、規格を証明するマー

クの入った材料を原則として使用し、マークを製

造過程の重要な節目ごとに写真に撮るなど、マー

クと材料証明書の照合が可能なようにする」と記

載ありますが、構造部材(ボイラ：安全管理審査に

係わる耐圧部材、鉄骨：柱、梁等)について対象と

解釈してよろしいでしょうか。 

 

どうしても困難な理由がある場合は可

とします。ただし、岡山市が特に重要と

考える装置機器・部材については、この

限りではありません。詳細な計画につい

て実施設計時の協議により定めるものと

します。 

 

118 添付

資料-

15，

16，

17 

    搬入・搬出

実績 

岡南環境センターにおけるごみ搬入量を提示いた

だいておりますが、適正な受入管理体制を検討す

るために、本資料と同期間の収集車（直営・委

託・許可業者）及び一般持込者の来場車両台数実

績もご教示願います（「添付資料-16 及び 17」も

同様）。 

岡南環境センターの収集車及び一般持

ち込み者の来場車両台数実績（参考）

（平成 27 年～令和元年度）を添付資料-

23 に、岡山市久米南町衛生施設組合セ

ンターの収集車及び一般持込者の来場車

両台数実績（参考）（平成 27、28、令和

元年度）を添付資料-24 に示します。 

なお、玉野市東清掃センターに関して

は、データが欠損しているため、岡南環

境センターと同等の車両と想定し、搬入

量等を考慮し、事業者で想定してくださ

い。 

119 添付

資料 

    搬入台数 収集車および一般持ち込み車の搬入台数実績をご

教示頂けませんか。 

No.（２）-119 の回答をご参照くださ

い。 
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（３） 要求水準書第Ⅱ編【運営管理業務編】に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1 Ⅱ編-

1-5 

第 1 章 第 2節 1-2-18 （1） 災害発生時

の協力 

「震災その他不測の事態により、…岡山市が実施

する。」とありますが、分別等の前処理も含めて

対応頂けるものと理解してよろしいでしょうか

（「同要求水準書 Ⅱ編-2-6 第 2 章 第 2節 2-2-4 

(3)」も同様）。 

 

ご理解のとおりです。 

2 Ⅱ編-

1-7 

第 1 章 第 2節 1-2-20 （4） マニュアル

及び計画書

等作成 

業務報告書 

「事業者は、…保管しなければならない。」とあ

りますが、保管スペースに限りがあり、長期間分

の紙文書を保管することは困難なため、電子デー

タでの保管をお認め頂けないでしょうか。 

 

可とします。 

ただし、保存の方法については岡山市

と協議の上定めることとします。 

3 Ⅱ編-

1-7 

第 1 章 第 2節 1-2-20 （4） 保管方法 業務報告書、各種の日誌、点検記録、報告書等の

保管は電子データで保管することと考えてよろし

いですか。 

 

No.（３）-2 の回答をご参照くださ

い。 

4 Ⅱ編-

2-4 

第 2 章 第 2節 2-2-2-

7 

表 2-2-

1 

ごみ焼却施

設の搬入時

間 

本表につきまして、下記の事項をご教示願いま

す。 

①「月曜日～金曜日の時間帯：8：00～16：00」

とありますが、昼休憩時間帯（12：00～13：00）

も受付けるものと理解してよろしいでしょうか。 

②土曜日の時間帯が示されていますが、「同要求

水準書 Ⅱ編-2-4 第 2 章 第 2節 2-2-2-7」にお

きましては、“本件施設への搬入時間は月曜日か

①ご理解のとおりです。 

②「要求水準書 Ⅱ編-2-4 第 2 章 第

2節 2-2-2-7 表 2-2-1」を正と

し、土曜日にも搬入することとご理

解ください。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

ら金曜日まで”とあるため、双方に齟齬が生じて

おります。どちらを正とすればよろしいでしょう

か。 

 

5 Ⅱ編-

2-4 

第 2 章 第 2節 2-2-2-

7 

 搬入時間帯 本施設への搬入時間は、年末年始（12 月 29 日か

ら 1 月 3 日）を除く月曜日から金曜日までと記載

がありますが、表 2-2-1 には土曜日の記載があり

ます。土曜日には搬入があることと考えてよろし

いですか。 

 

No.（３）-4 の回答をご参照くださ

い。 

6 Ⅱ編-

2-5 

第 2 章 第 2節 2-2-3-

3 

（3） 料金徴収代

行業務 

「事業者は、…引き渡すこと。」とありますが、

引き渡しに振込手数料を要する場合は、貴市にて

ご負担頂けるものと理解してよろしいでしょう

か。 

 

現在は手数料を要していませんが、今

後要する場合は協議となります。 

7 Ⅱ編-

2-6 

第 2 章 第 2節 2-2-6 （3） 適正処理 「処理不適物の…引き渡すこと。」とあります

が、貴市又は貴市の指定する業者が使用する搬出

車両の規格をご教示願います（当該車両の必要停

車スペースを考慮する必要があるため）。 

 

2t 平ボディ車と想定してください。 

8 Ⅱ編-

2-6 

第 2 章 第 2節 2-2-9  資源化物の

利用 

要求水準書第 1編第 3章第 8節にて灰出し設備の

機器構成は事業者により定めるものとして、磁選

機も「必要に応じて」となっています。そのた

め、磁選機を非設置とした場合は本項に記載され

ている鉄類の選別や引き渡し条件については該当

しないとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

「必要に応じて」としている機器につ

いては、焼却灰及び飛灰の有効な資源化

方法が確立された提案に沿った設備機器

構成となるように計画してください。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

9 Ⅱ編-

2-7 

第 2 章 第 2節 2-2-11 （1） 岡山市の指

定する場所

への搬出 

資源化不可能となった場合の焼却灰及び飛灰、処

理不適物から選別された物（焼却灰からの粒度選

別等に伴う異物含む）について、貴市の指定する

場所へ搬出することとのご指示ですが、指定する

場所をご教示願います。また、搬出先は岡山市内

と考えてよろしいでしょうか。 

 

現時点では、岡山市及び構成市町の一

般廃棄物最終処分場を想定しています。 

10 Ⅱ編-

2-7 

第 2 章 第 2節 2-2-11 （1） 岡山市の指

定する場所 

 

指定する場所について、ご指示ください。 No.（３）-9 の回答をご参照くださ

い。 

11 Ⅱ編-

2-9 

第 2 章 第 2節 2-2-

18-1 

表 2-2-

3 

運転基準、

要監視基準

及び停止基

準 

水銀の停止基準は、改正大気汚染防止法（水銀大

気排出規制）で定められた評価方法による管理と

させて頂いてもよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

12 Ⅱ編-

2-13 

第 2 章 第 3節 2-3-13 （3） 説明用調度

品の維持管

理、更新 

説明用調度品である説明用パンフレットの補充を

考えるにあたり、想定される見学者の年間来場者

人数をご教示願います。 

岡山市内の類似施設では、直近三年間

の年間来場者数の平均は 1800 名です。

一方、既存施設（岡南環境センター）で

は、直近三年間の年間来場者数の平均は

150 名程度です。ただし、新施設となっ

た場合見学者の増加を見込んでいるた

め、本件施設における見学者の年間来場

者数は 1800 名程度とお考え下さい。 

 

13 Ⅱ編-

2-15 

第 2 章 第 4節 2-4-2 表 2-4-

1 

測定項目と

頻度（参

考） 

本表につきまして、下記の事項をご教示願いま

す。 

①焼却灰及び飛灰の項目に「含有成分・性状試

①測定項目を添付資料-25.に示します。 

②可とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

験」とありますが、詳細な測定項目・方法をご教

示願います。 

②騒音・振動の測定地点が「13 地点」とあります

が、「要求水準書 第Ⅰ編 設計・建設業務編 Ⅰ編

-1-36 第 1 章 第 6節 1-6-6 表 1-6-1」に示され

ている騒音・振動の測定場所にあわせて 4か所と

してもよろしいでしょうか。 

 

14 Ⅱ編-

2-21 

第 2 章 第 8節 2-8-2  見学者対応 「事業者は、…行うこと。」とありますが、「要求

水準書 第Ⅰ編 設計・建設業務編 Ⅰ編-2-8 第 2

章 第 2節 2-2-4」にある来場回数や来場者数を

考慮の上、見学者の受付・対応要領につきまして

は、事業者の提案に委ねられるものと理解してよ

ろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

15 Ⅱ編-

2-22 

第 2 章 第 8節 2-8-7 （1） 岡山市が行

う電力自己

託送及び売

電等に係る

支援 

「事業者は、以下に示す電力の自己託送及び売電

（FIT 含む）に必要な事務及び技術支援を行うも

のとする。」とありますが、2022 年度より FIT 制

度に加えて、FIP 制度が導入されます。 

事業者が行う業務及び技術支援は、適用条件に応

じた売電方式が採用されることが前提であるとの

理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

16 Ⅱ編-

2-22 

第 2 章 第 8節 2-8-8 （4） 自営線によ

る電力供給 

「自営線の管理区分は中継用の盤若しくは気中開

閉器の 1次側とする。」とあるため、2次側自営線

の設置、届出、維持管理等の業務、及び費用負担

管理区分は温水プールに現状で設置さ

れている気中開閉器の位置（添付資料-

4.改訂版に示す位置）とします。気中開
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

は貴市所掌であると考えてよろしいでしょうか。 閉器以降の維持管理についてはご理解の

とおりです。保安監督範囲については本

件事業に含むものとします。 

 

（４） 要求水準書第Ⅲ編【焼却灰及び飛灰運搬業務編】に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1       質問無し  

         

 

（５） 要求水準書第Ⅳ編【焼却灰及び飛灰資源化業務編】に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1       質問無し  

         

 

（６） 落札者決定基準に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1       質問無し  
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（７） 様式集に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1 様式集       様式第 2号「入札参加表明書」等、入札参加表

明時に提出する書類に、グループ名を記載する欄

が見受けられますが、グループ名をご教示くださ

い。 

 

 「【代表企業名】グループ」として下

さい。 

2 様式第

2号 

様式第

4号-1 
  

 

 

入札参加

表明書、 

委任状

（代表企

業） 

構成企業が複数いる場合、構成企業数分の枚数を

作成するとの理解でよろしいですか。それとも構

成企業欄の行数を追加し、１枚にまとめて提出す

ることとするのでしょうか。 

 適宜、必要な箇所に行を追加し、企業

グループで 1部にまとめてご提出くださ

い。 

 また、当該様式が複数枚になるとき

は、各ページにページ番号（該当ページ

数/総ページ数）を付してください。 

3 様式第

5号-1

他 

     様式第 5号-5「建設工事特定共同企業体協定書

（乙型 JV）」に、当該協定書の作成部数を「【3又

は 4】通を作成し、～」と記載がありますが、当

該共同企業体の構成企業を 4社以上とする場合

は、「5通を作成し、～」等に修正の上、提出する

ことと考えてよろしいでしょうか。 

また、共同企業体結成届出書の提出部数は、共

同企業体の構成企業数に関わらず、1部を提出す

ると考えてよろしいでしょうか。 

 

前段のご質問については、No.（１）-

4 を参照として下さい。 

後段についてはご理解のとおりです。 

4 第 6 号 1～4    各業務を

担当する

者の要件

を証明す

表下の 3つ目の※注意書きに、「（財）日本建設情

報総合センターの・・・、又は施工実績証明書

（入札参加資格確認用）（様式第 6号-4（別紙）

（写し可））を添付」と記載がありますが、施工

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

る書類 実績証明書を提出することで、登録内容確認書及

び実績が確認できる書類の双方の提出が不要との

理解でよろしいでしょうか。 

 

5 第 6 号 1～3    各業務を

担当する

者の要件

を証明す

る書類 

表下の 3つ目の※注意書きに、「また、民間工事

の場合は・・・当該工事の請負契約書の写し及び

経営事項審査の際提出する工事経歴書の写し等も

添付」と記載がありますが、契約書の写しはその

工事発注者への許可が必要で、場合によっては提

出が困難となる可能性があるため、提出について

は免除して頂けませんでしょうか。 

 

不可とします。 

6 第 6 号 1，2    各業務を

担当する

者の要件

を証明す

る書類 

様式内に記載のある「施設の構造」「施設の階

数」「施設の延床面積」等の記載が入札説明書に

記載のある各参加資格要件と合致しておりませ

ん。適宜修正して提出するとの理解でよろしいで

しょうか。 

修正を行った様式第 6号-1 及び 2を

添付します。 

7 第 6 号 4（別

紙） 

   各業務を

担当する

者の要件

を証明す

る書類 

施工実績として、「～２年以上安定稼働した施設

である。」とありますが、「安定稼働」の定義をご

教示ください。 

要求水準書第Ⅰ編-2-5 2-2-1.（3）

④に示すとおり、「故障等により施設の

運転を停止することなく、定常運転状態

（処理量 100ｔ/日）を維持した状態と

する。なお、施設の停止とは、故障等に

よる計画外の停止を指すものであり、計

画的な点検、清掃、調整、消耗部品交換

に必要な短期間の運転停止は除くものと

する。」とします。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

8 第 6 号 5    各業務を

担当する

者の要件

を証明す

る書類 

「※業務実績証明書…添付してください。」及び

「※ＳＰＣを組成…添付してください。」とあり

ますが、「契約書の写し」については、発注者と

の守秘義務に係る部分は黒塗りにして提出しても

よろしいでしょうか。（その他の様式においても

「契約書の写し」を添付する場合も含みます） 

 

可とします。ただし、契約書を黒塗り

とした箇所が、実績等を証明する記載の

場合は、当該契約書を要件を証明する書

類と認められない場合があります。 

9 第 6 号 1～4 （別

紙） 

  施工実績

証明書 

施工実績証明書に発注者の捺印が必要な様式とな

っておりますが、発注者の捺印を取得するには、

相当な時間を要し、かつ、場合によっては提出が

困難となる可能性があるため、捺印については免

除して頂けませんでしょうか。 

 

不可とします。 

10 第 19

号 

    配置予定

技術者等

調書 

本調書につきまして、下記の事項をご教示願いま

す。 

①「契約書の写し」については、発注者との守秘

義務に係る部分は黒塗りにして提出してもよろし

いでしょうか。 

②「施設概要が分かる書類の写し」については、

施設のパンフレットを提出すればよろしいでしょ

うか。 

 

①質問(7)の No.8 の回答を参照してくだ

さい。 

②炉規模や構成、設備の概要が分かる書

面であれば、形式は問いません。 

11 第 8 号 

（別

紙） 

8 の 7 

2 2-1 ①  焼却廃熱

の有効利

用 

「ごみ質（正規分布に基づく発生頻度を考慮した

範囲）と処理対象物量の変動した場合の発電量と

消費電力量の変動について、算定式を添付資料

（A4 縦 3枚以内）を添付する。」とありますが、

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整

備マニュアル（環境省）」に準じ、事業

者により設定してください。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

算定式を事業者で決定すると、各事業者の技術力

以外の部分で差が生じる可能性があります。その

ため、算定式及び算出条件について、貴市よりご

教示願います。 

 

12 様式第

8号

（別

紙） 

様式 8

の 7 

  ① 売電収入

強化に向

けた取り

組みにつ

いて 

「…ごみ質（正規分布に基づく発生頻度を考慮し

た範囲）と処理対象物量が変動した場合の発電量

と消費電力量の変動を加味した算定式を添付資料

…」とありますが、処理量の変動は、「要求水準

書第Ⅱ編 Ⅱ編-1-9 1-3-2.処理対象物及び年間

処理量 (2)計画年間処理量」に記載の通り、

50,893t/年の±10％の範囲と考えますがよろしい

でしょうか。 

 

ご理解のとおりです。 

13 様式第

9号

（別

4） 

     岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 

様式第９号（別紙１）に係る参考資料に関する覚

書は PDF ファイルで公表されていますが、word フ

ァイルをご提供いただけますでしょうか。 

 

Word ファイルを添付します。 

14 第 9 号 

（別紙

1） 

2 2-1 2-1-2 （2） 施設基本

設計数値 

「第Ⅰ編表 3-5-1 入口排ガス条件の最大値と平均

値」とありますが、該当箇所に表がありませんの

で、提出する物質収支は、低質ごみ、基準ごみ、

高質ごみを季節別に作成するものと考えてよろし

いでしょうか。 

 

 

ご理解のとおりです。 
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No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

15 様式集       様式第 15 号、第 16 号、第 17 号、第 19 号に示

す配置予定技術者調書のうち、解体企業に関する

当該様式が見受けられません。別途ご提供いただ

けますでしょうか。 

 

 設計企業の配置予定技術者調書を様式

第 15 号-1 とし、解体企業の配置技術者

調書は様式第 15 号-2 とし、修正したフ

ァイルを添付します。 

16 全般       近年、全国的に押印省略の流れが一般的となっ

ていますが、様式集の中で、押印の省略をお認め

頂けるものはありますでしょうか。 

 

様式 5-1 と様式 5-4 は押印の省略を可

とします。 

 

 

（８） 基本協定書（案）に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1       質問無し  

 

（９） 基本契約書（案）に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1       質問無し  

 

（10） 建設工事請負契約書（案）に対する質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回答 

1       質問無し  

以上 


